
○

預
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
二

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条
の
二

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

法
第
六
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
金
融
機
関
の
特
定
回
収
困
難
債
権
の

（
新
設
）

買
取
り
に
関
す
る
事
項

八

（
略
）

八

（
略
）

八
の
二

法
第
七
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
別
監
視
そ
の
他
同
章
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

る
業
務
に
関
す
る
事
項

九

法
第
百
二
十
七
条
若
し
く
は
第
百
二
十
八
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

九

法
第
百
二
十
七
条
又
は
第
百
二
十
八
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
法

る
法
第
六
十
九
条
の
三
又
は
法
第
百
二
十
七
条
の
二
若
し
く
は
第
百
二
十
八

第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
法
第
百
二
十
九
条
の

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
法
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
資
産
の
買
取
り
に
関
す
る
事
項

る
資
産
の
買
取
り
に
関
す
る
事
項

十

（
略
）

十

（
略
）

十
の
二

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ

（
新
設
）

れ
る
破
産
管
財
人
、
保
全
管
理
人
、
破
産
管
財
人
代
理
若
し
く
は
保
全
管
理

人
代
理
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に

よ
り
選
任
さ
れ
る
監
督
委
員
、
管
財
人
、
保
全
管
理
人
、
管
財
人
代
理
若
し
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く
は
保
全
管
理
人
代
理
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号

）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
財
人
、
管
財
人
代
理
、
保
全
管
理
人
、
保

全
管
理
人
代
理
若
し
く
は
監
督
委
員
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
財
人
、
管
財
人
代
理
、
保
全

管
理
人
、
保
全
管
理
人
代
理
若
し
く
は
監
督
委
員
又
は
外
国
倒
産
処
理
手
続

の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
規
定

に
よ
り
選
任
さ
れ
る
承
認
管
財
人
、
保
全
管
理
人
、
承
認
管
財
人
代
理
若
し

く
は
保
全
管
理
人
代
理
の
業
務
に
関
す
る
事
項

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
責
任
準
備
金
の
額
等
）

（
責
任
準
備
金
の
額
等
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
の
収
益
（
責
任
準
備
金
戻
入
を
除
く
。
）
の
額
が
当

２

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
の
収
益
（
責
任
準
備
金
戻
入
を
除
く
。
）
の
額
が
当

該
事
業
年
度
の
費
用
の
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
の
金
額
（
以

該
事
業
年
度
の
費
用
の
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
の
金
額
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
損
失
額
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
責
任
準
備
金
を

下
本
条
に
お
い
て
「
損
失
額
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
責
任
準
備
金
を
取

取
り
崩
し
、
当
該
損
失
額
を
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。

り
崩
し
、
当
該
損
失
額
を
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
責
任
準
備
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
額
を
補
塡
す
る
場
合

３

第
一
項
の
責
任
準
備
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
額
を
補
て
ん
す
る
場

を
除
き
、
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
を
除
き
、
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
塡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
損
失
額
が
あ

４

機
構
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
て
ん
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
損
失
額
が

る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
繰
越
欠
損
金
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
繰
越
欠
損
金
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
余
裕
金
の
運
用
方
法
）

（
余
裕
金
の
運
用
方
法
）

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
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る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

金
銭
信
託
（
元
本
の
損
失
を
補
塡
す
る
契
約
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

一

金
銭
信
託
（
元
本
の
損
失
を
補
て
ん
す
る
契
約
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
利
息
等
の
額
等
）

（
利
息
等
の
額
等
）

第
二
十
条

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

第
二
十
条

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
同
号
に
規
定
す
る
信
託
契
約
に
係
る
収
益
の
分
配
を
行
う

で
定
め
る
も
の
は
、
同
号
に
規
定
す
る
信
託
契
約
に
係
る
収
益
の
分
配
を
行
う

ま
で
の
間
、
当
該
信
託
契
約
に
係
る
信
託
財
産
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
に

ま
で
の
間
、
当
該
信
託
契
約
に
係
る
信
託
財
産
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益
に

つ
い
て
、
当
該
収
益
を
元
本
と
す
る
元
本
補
塡
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託
に
よ

つ
い
て
、
当
該
収
益
を
元
本
と
す
る
元
本
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託
に

り
運
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
金
銭
信
託
の
元
本
の
額
に
相
当
す
る

よ
り
運
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
金
銭
信
託
の
元
本
の
額
に
相
当
す

も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
付
補
塡
金

定
期
積
金
契

三

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
付
補
て
ん
金

定
期
積
金

約
に
基
づ
き
満
期
時
ま
で
有
し
て
い
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
利
率
に
よ
り
計

契
約
に
基
づ
き
満
期
時
ま
で
有
し
て
い
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
利
率
に
よ
り

算
さ
れ
る
当
該
給
付
補
塡
金
の
う
ち
、
当
初
払
込
金
の
払
込
み
の
日
か
ら
保

計
算
さ
れ
る
当
該
給
付
補
て
ん
金
の
う
ち
、
当
初
払
込
金
の
払
込
み
の
日
か

険
事
故
が
発
生
し
た
日
ま
で
の
日
数
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し
た
金

ら
保
険
事
故
が
発
生
し
た
日
ま
で
の
日
数
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し

額

た
金
額

四

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
給
付
補
塡
金

掛
金
契
約
に

四

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
給
付
補
て
ん
金

掛
金
契
約

基
づ
き
満
期
時
ま
で
有
し
て
い
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
利
率
に
よ
り
計
算
さ

に
基
づ
き
満
期
時
ま
で
有
し
て
い
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
利
率
に
よ
り
計
算

れ
る
当
該
給
付
補
塡
金
の
う
ち
、
当
初
掛
金
の
払
込
み
の
日
か
ら
保
険
事
故

さ
れ
る
当
該
給
付
補
て
ん
金
の
う
ち
、
当
初
掛
金
の
払
込
み
の
日
か
ら
保
険
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が
発
生
し
た
日
ま
で
の
日
数
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し
た
金
額

事
故
が
発
生
し
た
日
ま
で
の
日
数
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し
た
金
額

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

（
適
格
性
の
認
定
の
申
請
）

（
適
格
性
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条

金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

第
二
十
三
条

金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
銀
行
持
株
会
社
等
を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
銀
行
持
株
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（

は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
及

法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項

び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
号
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
第
二

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併

項
に
規
定
す
る
合
併
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に

等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

そ
の
他
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な

三

そ
の
他
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
第
二
号
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規

２

前
項
第
二
号
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規

定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算

定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算

書
と
す
る
。
（
第
二
十
五
条
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
第
三
号
に
お
い
て

書
と
す
る
。
（
第
二
十
五
条
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

同
じ
。
）

（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
一
条
第
七
項
、
第
百
十
八

第
二
十
三
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
法
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に

条
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
、
第
百
二
十
六
条
の
三
十
八
第
七
項
、

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
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附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
に
お
い
て

め
る
電
磁
的
記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
電

）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と

磁
的
記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

い
う
。
）

六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

X

づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。

ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

）

六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ

X
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
業
務
の
継
続
の
承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
業
務
の
継
続
の
承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
四
条

令
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
二
十
九
条
の
二
十
四
第
四
号
に
規
定

第
二
十
四
条

令
第
十
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
（
法

る
書
類
は
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
（
法
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に
お
い

第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
業

る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る

務
に
係
る
取
引
の
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
そ
の
他
金
融
庁
長

取
引
の
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
そ
の
他
金
融
庁
長
官
（
労
働

官
（
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労

金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
又
は
労
働
金
庫
等
子
法
人
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の

働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財

二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
等
子
法
人
等
を
い
う
。
第
二
十
六
条

務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ

及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労

。
）
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
。

働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
商
工
組
合
子
法
人
等
（
同

号
に
規
定
す
る
商
工
組
合
子
法
人
等
を
い
う
。
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

臣
と
す
る
。
）
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
。

（
金
融
機
関
の
申
出
）

（
金
融
機
関
の
申
出
）
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第
二
十
五
条

金
融
機
関
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

第
二
十
五
条

金
融
機
関
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
（
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
及

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
あ
つ
て
は
金
融
庁

長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
株
主
の
名
義
書
換
の
禁
止
の
公
告
）

（
株
主
の
名
義
書
換
の
禁
止
の
公
告
）

第
二
十
六
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
二
十
六
条
の
十
八
に
お
い
て
準

第
二
十
六
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
の
名
義
書
換
を
禁
止

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
株
主
の
名
義
書
換
を
禁
止
し
た
と
き

し
た
と
き
は
、
処
分
に
係
る
金
融
機
関
が
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
場

は
、
金
融
庁
長
官
（
処
分
に
係
る
金
融
機
関
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二

合
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
が
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
で
あ
る
場
合

項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
労
働
金
庫
等
子
法
人

に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
旨
を
官
報

等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会

に
掲
載
し
て
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

社
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
商
工
組
合
子
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
金

融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
）
が
そ
の
旨
を
官
報
に

掲
載
し
て
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
本
金
の
額
の
減
少
の
場
合
に
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

（
資
本
金
の
額
の
減
少
等
の
場
合
に
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
二
十
八
条

令
第
二
十
三
条
第
五
号
及
び
第
二
十
九
条
の
五
第
八
号
に
規
定
す

第
二
十
八
条

令
第
二
十
三
条
第
五
号
及
び
第
三
十
条
に
規
定
す
る
債
権
者
で
内

る
債
権
者
で
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
預
り
契
約
に
係

閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者
と
す

る
債
権
者
と
す
る
。

る
。
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（
協
定
承
継
銀
行
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
）

（
協
定
承
継
銀
行
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
）

第
二
十
九
条

令
第
二
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
損
益
計
算
上
の
当
期
損
失
と

第
二
十
九
条

令
第
二
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
損
益
計
算
上
の
当
期
損
失
と

し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
等
の

し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
等
の

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
収
益
等
の
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
繰
越
利
益
剰
余

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
収
益
等
の
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
繰
越
利
益
剰
余

金
の
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

金
の
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

経
常
収
益
及
び
特
別
利
益
の
額
（
協
定
承
継
銀
行
（
法
第
九
十
七
条
第
一

二

経
常
収
益
及
び
特
別
利
益
の
額
（
協
定
承
継
銀
行
（
法
第
九
十
七
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
承
継
銀
行
を
い
う
。
）
に
前
事
業
年
度
に
お
け

項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
承
継
銀
行
を
い
う
。
）
に
前
事
業
年
度
に
お
け

る
損
失
に
係
る
補
塡
と
し
て
機
構
に
よ
り
補
塡
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は

る
損
失
に
係
る
補
て
ん
と
し
て
機
構
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と

当
該
補
塡
さ
れ
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額
）

き
は
当
該
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
百
二
条
第
三
項
の
決
定
の
対
象
と
な
る
金
融
機
関
）

第
二
十
九
条
の
二
の
二

法
第
百
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に

（
新
設
）

掲
げ
る
金
融
機
関
の
う
ち
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
措
置
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
措
置
に

係
る
認
定
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
を
い
う
。
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
金
融
機
関
と
す
る
。

（
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
照
ら

し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
社
債
等
）

第
二
十
九
条
の
二
の
三

法
第
百
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十

（
新
設
）
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六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
自
己

資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
照
ら
し
財
務

内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
社
債
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
社
債
と
す
る
。

２

法
第
百
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

定
め
ら
れ
る
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基

準
に
照
ら
し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
株
式
と
し
て
内
閣
府
令
・

財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
株
式
と
す
る
。

３

法
第
百
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

定
め
ら
れ
る
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基

準
に
照
ら
し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
金
銭
の
消
費
貸
借
と
し
て

内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
金
銭
の

消
費
貸
借
と
す
る
。

（
第
一
号
措
置
に
係
る
株
式
交
換
等
の
認
可
）

（
第
一
号
措
置
に
係
る
株
式
交
換
等
の
認
可
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お

第
二
十
九
条
の
三

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

る
株
式
交
換
等
（
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
交
換
等
を
い
う

る
株
式
交
換
等
（
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
交
換
等
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
行
金
融
機

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
行
金
融
機

関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
発
行
金
融
機
関
等
を
い
い
、
承
継
金
融
機
関
（
法
第

関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
発
行
金
融
機
関
等
を
い
い
、
承
継
金
融
機
関
（
法
第

百
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
継
金
融
機
関
を
い
う
。
次
条
第
六

百
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
継
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
機
構
が
現
に
保
有
す
る
取
得
株
式
等
（
法
第

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
機
構
が
現
に
保
有
す
る
取
得
株
式

百
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

等
（
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
取
得
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
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じ
。
）
で
あ
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
も
の
及
び
組
織
再
編
成
後
発
行
銀
行
持

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
も
の
及
び
組
織
再
編
成
後
発

株
会
社
等
（
法
第
百
八
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
後
発
行
銀
行

行
銀
行
持
株
会
社
等
（
法
第
百
八
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
後

持
株
会
社
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

発
行
銀
行
持
株
会
社
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

株
式
交
換
等
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

二

株
式
交
換
等
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議

律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議

が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を

が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
面
。
第
三
十
五
条
の
六
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
必
要

証
す
る
書
面
）
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て

五

法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

六

（
略
）

六

（
略
）

七

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
当
該
発
行
金
融
機
関
等
に
係

七

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
当
該
発
行
金
融
機
関
等
に
係

る
対
象
子
会
社
等
（
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
子
会
社
等

る
対
象
子
会
社
等
（
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
子
会
社
等

を
い
う
。
次
条
及
び
第
二
十
九
条
の
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
百
八
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
八
条
の
三

百
八
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
見

を
含
む
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
経
営
健
全
化
計
画
（
法

込
ま
れ
る
経
営
健
全
化
計
画
（
法
第
百
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全

第
百
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
計
画
を
い
う
。
次
条
第
六
号
及

化
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
る
前
号
に
規
定
す
る
会
社
に

び
第
二
十
九
条
の
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
る
法
第
百
八

お
け
る
令
第
二
十
五
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
方
策
の
概
要
を
記
載
し
た
書

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
に
お
け
る
令
第
二
十
五
条
の
四
第

面
そ
の
他
の
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
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三
号
に
掲
げ
る
方
策
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
同
項
第
三
号
（
法

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を

第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
要

証
す
る
書
面

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

（
略
）

八

（
略
）

（
第
一
号
措
置
に
係
る
組
織
再
編
成
の
認
可
）

（
第
一
号
措
置
に
係
る
組
織
再
編
成
の
認
可
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
九
条
の
四

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
組
織
再
編

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
組
織
再
編

成
（
法
第
百
八
条
の
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
を
い
う
。
以
下
こ

成
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
金
融
機

を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
金
融
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
金
融
機
関
を
い

関
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
金
融
機
関
を
い
う
。
）
又
は
対
象
子
会
社
等
は
、

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
対
象
子
会
社
等
は
、
認
可
申
請
書

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
、

四

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
、
中
小
企
業
等
協

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和

第
二
百
三
十
八
号
）
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
又
は
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関

百
八
十
一
号
）
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
必

又
は
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

要
と
す
る
組
織
再
編
成
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
認
可
の
申
請
を
行
つ
て
い
る

八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
必
要
と
す
る
組
織
再
編
成
で
あ
る
と
き

こ
と
を
証
す
る
書
類

は
、
当
該
認
可
の
申
請
を
行
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）
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（
負
担
金
又
は
特
定
負
担
金
の
決
定
に
係
る
報
告
事
項
）

（
負
担
金
の
決
定
に
係
る
報
告
事
項
）

第
三
十
三
条

令
第
二
十
七
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で

第
三
十
三
条

令
第
二
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
の
決
定
の
対
象
と
な
る
金
融
機
関
等
）

第
三
十
五
条
の
二

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
各

（
新
設
）

号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
う
ち
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
第
二
号
措
置
に
係
る
特
定
認
定
（
同
項
に
規
定

す
る
特
定
認
定
を
い
う
。
第
三
十
五
条
の
四
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
金
融
機
関
等
と
す
る
。

（
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
照
ら

し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
社
債
等
）

第
三
十
五
条
の
三

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
そ
の
他

（
新
設
）

の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適

当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
照
ら
し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る

社
債
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い

な
い
社
債
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど

う
か
の
基
準
に
照
ら
し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
株
式
と
し
て
内

閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
株
式
と
す
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る
。

３

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
自
己
資
本
そ
の
他
の
財
務
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど

う
か
の
基
準
に
照
ら
し
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
資
す
る
金
銭
の
消
費
貸

借
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
な

い
金
銭
の
消
費
貸
借
と
す
る
。

（
金
融
機
関
等
と
み
な
さ
れ
る
事
由
）

第
三
十
五
条
の
四

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

（
新
設
）

財
務
省
令
に
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

特
定
認
定
に
係
る
者
の
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
一
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

第
四
条
第
一
項
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
八
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
第
百
五
十
六

条
の
二
十
四
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
又
は

当
該
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
こ
と
。

二

特
定
認
定
に
係
る
者
の
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若

し
く
は
保
険
業
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
内

閣
総
理
大
臣
の
認
可
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
又
は
当
該
認
可
が
効
力
を
失
つ

た
こ
と
。

三

特
定
認
定
に
係
る
者
の
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
九
条
の
内
閣
総
理
大
臣

の
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
又
は
当
該
登
録
が
効
力
を
失
つ
た
こ
と
。

四

特
定
認
定
に
係
る
者
の
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
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内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
若
し
く
は
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令

第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
の
金
融
庁
長
官
の
指
定
が
解
除
さ
れ

た
こ
と
又
は
こ
れ
ら
の
指
定
が
効
力
を
失
つ
た
こ
と
。

五

特
定
認
定
に
係
る
者
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始

の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
が
生
じ
、

当
該
特
定
認
定
に
係
る
者
を
金
融
機
関
等
子
法
人
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の

二
第
五
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
子
法
人
等
を
い
う
。
第
三
十
五
条
の
十

二
及
び
第
三
十
五
条
の
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
金
融
機
関
等
と
当

該
特
定
認
定
に
係
る
者
と
の
間
に
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
こ

と
と
な
つ
た
こ
と
。

六

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
特
定
認
定
に
係
る

者
が
金
融
機
関
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。

（
回
収
等
停
止
要
請
の
対
象
と
な
る
回
収
等
）

第
三
十
五
条
の
五

法
第
百
二
十
六
条
の
十
四
に
規
定
す
る
債
権
の
回
収
そ
の
他

（
新
設
）

内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
債
権
者
と
し
て
の
権
利
の
行
使
は
、
特
別
監

視
金
融
機
関
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
監
視
金
融

機
関
等
を
い
う
。
附
則
第
三
条
の
三
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
債
権

の
債
権
者
と
し
て
当
該
特
別
監
視
金
融
機
関
等
に
対
し
行
う
裁
判
上
又
は
裁
判

外
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
。

（
特
定
第
一
号
措
置
に
係
る
株
式
交
換
等
の
認
可
）

第
三
十
五
条
の
六

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
（
法
第
百
二
十
六
条
の

（
新
設
）
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二
十
六
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
式
交
換
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
に

規
定
す
る
株
式
交
換
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
発
行
金
融
機
関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
発
行
金
融
機
関
等
を

い
い
、
承
継
金
融
機
関
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
承
継
金
融
機
関
等
を
い
う
。
次
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ

て
機
構
が
現
に
保
有
す
る
取
得
特
定
株
式
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
四
第

三
項
に
規
定
す
る
取
得
特
定
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
も
の
及
び
組
織
再
編
成
後
金
融
機
関
等
（
法

第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
五
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
後
金
融
機
関
等
を

い
う
。
）
を
含
む
。
）
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

株
式
交
換
等
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
又
は
株
式
移
転
計
画
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

四

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
最

近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
書
類

五

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
二
項
第
一
号
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十

六
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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六

株
式
交
換
等
の
前
に
お
い
て
機
構
が
保
有
す
る
取
得
特
定
株
式
等
で
あ
る

株
式
に
係
る
議
決
権
が
当
該
発
行
金
融
機
関
等
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め

る
割
合
及
び
株
式
交
換
等
の
後
に
お
い
て
機
構
が
保
有
す
る
取
得
特
定
株
式

等
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
が
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合
を
記
載
し
た
書
面

七

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
当
該
発
行
金
融
機

関
等
に
係
る
特
定
対
象
子
法
人
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
四
項
に

規
定
す
る
特
定
対
象
子
法
人
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
五
条
の
八
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
百
二

十
六
条
の
二
十
六
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
経
営
健
全
化
計
画
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十

二
第
五
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
計
画
を
い
う
。
次
条
第
六
号
及
び
第
三

十
五
条
の
八
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
る
法
第
百
二
十
六
条

の
二
十
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
に
お
け
る
令
第
二
十
九
条
の
十

一
第
三
号
に
掲
げ
る
方
策
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
同
項
第
三
号

（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

そ
の
他
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
認
可
に
係
る
審
査
を
す
る

た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
特
定
第
一
号
措
置
に
係
る
組
織
再
編
成
の
認
可
）

第
三
十
五
条
の
七

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

（
新
設
）

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
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組
織
再
編
成
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
対
象
金
融
機
関
等
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
金
融
機
関
等
を
い
う
。
）
又

は
特
定
対
象
子
法
人
等
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

次
に
掲
げ
る
組
織
再
編
成
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
面

イ

合
併

合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び
銀
行
法
施
行
規
則
第

二
十
二
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
第
二
号
、
長

期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の

十
第
一
項
第
二
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号

、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
百
七
十
八
条
第
一
項
第
六
号
、

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は
保
険
業
法
施
行

規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
五
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く

は
第
二
百
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
書
面

ロ

会
社
分
割
又
は
会
社
分
割
に
よ
る
事
業
の
承
継

新
設
分
割
計
画
の
内

容
を
記
載
し
た
書
面
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び

銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
三

十
第
一
項
第
二
号
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二

号
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
保
険
業
法
施
行

規
則
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
百
十
条
の
十
二
の
三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
面
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ハ

事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡
又
は
譲
受
け

当
該
譲
渡
又
は
譲
受
け

の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第

二
号
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
三
十
一
第
一
項
第
二
号
、
長
期
信
用
銀
行

法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
号
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項

第
二
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
百
四

十
一
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
百
四
十
二
条
第
二
号
、
労
働
金
庫
法

施
行
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
六
十
三
条
第
一
項
第

二
号
又
は
保
険
業
法
施
行
規
則
第
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第

二
百
十
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
書
面

三

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
最

近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
書
類

四

銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

、
労
働
金
庫
法
、
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
、
保
険
業
法

又
は
金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
必
要
と
す
る
組
織
再
編
成
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
認
可
の
申
請
を
行
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

六

組
織
再
編
成
に
係
る
承
継
金
融
機
関
等
又
は
承
継
子
法
人
等
（
法
第
百
二

十
六
条
の
二
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
承
継
子
法
人
等
を
い
う
。
）
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
承
継
金
融
機
関
等
又
は
承
継
子
法
人
等
が
同
条
第
三
項
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の
規
定
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
経
営
健
全
化
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
そ
の

他
の
同
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

七

そ
の
他
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
係
る

審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

第
三
十
五
条
の
八

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
組
織
再

（
新
設
）

編
成
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
金
融
機
関
等
は
、
認

可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
面

三

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関

等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
金
融
機
関
等
に
係
る
特
定
対
象
子
法
人

等
が
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
経
営
健
全

化
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
同
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四

そ
の
他
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
五
項
の
認
可
に
係
る
審
査
を
す
る

た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類
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（
特
定
適
格
性
認
定
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
九

金
融
機
関
等
は
、
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
九
第
一
項
（
法

（
新
設
）

第
百
二
十
六
条
の
三
十
八
第
五
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
合
併
等
の
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
最

近
の
日
計
表
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

三

そ
の
他
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
協
定
特
定
承
継
金
融
機
関
等
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
）

第
三
十
五
条
の
十

令
第
二
十
九
条
の
三
十
四
第
二
号
に
規
定
す
る
損
益
計
算
上

（
新
設
）

の
当
期
損
失
と
し
て
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
費
用
等
の
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
収
益
等
の
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

繰
越
利
益
剰
余
金
の
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る
。

一

経
常
費
用
、
営
業
費
用
、
営
業
外
費
用
、
特
別
損
失
の
額
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の

二

経
常
収
益
、
営
業
収
益
、
営
業
外
収
益
、
特
別
利
益
の
額
（
協
定
特
定
承

継
金
融
機
関
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
七
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
定
特
定
承
継
金
融
機
関
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等
を
い
う
。
）
に
前
事
業
年
度
に
お
け
る
損
失
に
係
る
補
塡
と
し
て
機
構
に

よ
り
補
塡
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
当
該
補
塡
さ
れ
た
金
額
を
控
除
し
た

残
額
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三

繰
越
利
益
剰
余
金
の
額
（
当
期
純
利
益
が
繰
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
き
は

そ
の
繰
り
入
れ
ら
れ
た
額
を
控
除
し
た
残
額
と
し
、
当
期
純
損
失
が
繰
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
繰
り
入
れ
ら
れ
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

２

前
項
に
規
定
す
る
「
経
常
費
用
」
、
「
営
業
費
用
」
、
「
営
業
外
費
用
」
、

「
特
別
損
失
」
、
「
経
常
収
益
」
、
「
営
業
収
益
」
、
「
営
業
外
収
益
」
、
「

特
別
利
益
」
、
「
繰
越
利
益
剰
余
金
」
、
「
当
期
純
利
益
」
又
は
「
当
期
純
損

失
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙

様
式
第
三
号
若
し
く
は
第
三
号
の
二
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
第
二

項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
七
号
若
し
く
は
第
七
号
の
二
、
金
融
商
品
取
引
業

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
七
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
二
号
又
は
会
社
計
算
規
則
の
規
定
に
基

づ
き
作
成
し
た
損
益
計
算
書
又
は
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
経
常
費
用
、
営

業
費
用
、
営
業
外
費
用
、
特
別
損
失
、
経
常
収
益
、
営
業
収
益
、
営
業
外
収
益

、
特
別
利
益
、
繰
越
利
益
剰
余
金
、
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
と
す
る
。

（
特
定
負
担
金
納
付
の
際
の
提
出
書
類
）

第
三
十
五
条
の
十
一

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
別
紙
様
式
第
三
に
よ
る
特
定
負
担
金
計
算

書
と
す
る
。
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（
特
定
負
担
金
を
納
付
す
る
金
融
機
関
等
）

第
三
十
五
条
の
十
二

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
金
融
機
関
等
子
法
人
等
で
な
い
者
と
す
る
。

（
特
定
負
担
金
の
額
の
計
算
上
除
か
れ
る
負
債
）

第
三
十
五
条
の
十
三

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第

四
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
が
第
三
十
五
条
の
十
五

に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
計
上
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
第
一
号
、
労
働
金
庫
法
施
行

規
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
十

四
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
会
社
計
算
規
則
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
き
計
上
さ
れ
た
引
当
金
（
債
務
性
の
な
い
負
債
性
引
当
金
に
限
る

。
）

二

金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
（
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
六
条
の
五
第
一

項
及
び
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
を
い
う
。

）
三

繰
延
税
金
負
債
（
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙

様
式
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
四
号
若
し
く
は
第
四
号
の
二
、
長
期
信
用

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
二
号
若
し
く
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は
第
二
号
の
二
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
別
紙
様
式
第
十
三
号
、
第
十
四
号
若
し
く
は
第
十
五
号
、
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
別

紙
様
式
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
、
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
、
経
済
産
業
省
・
財

務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
二
号
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
七
号
若
し
く
は
第
七
号
の
二
若
し
く
は

同
令
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
二
号
若
し
く
は
第

十
二
号
の
二
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
七
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
二
号
、
証
券
金
融
会
社
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
昭
和
三
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
別
紙
様
式
一
若
し
く
は
会
社
計
算
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
貸
借

対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
各
貸
借
対
照
表
」

と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
繰
延
税
金
負
債
を
い
う
。
）

四

再
評
価
に
係
る
繰
延
税
金
負
債
（
各
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
再
評
価

に
係
る
繰
延
税
金
負
債
を
い
う
。
）

五

基
準
決
済
用
預
金
（
第
十
九
条
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
の
基
準
決
済

用
預
金
を
い
う
。
）

六

基
準
一
般
預
金
等
（
第
十
九
条
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
一
の
基
準
一
般

預
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
法
第
二
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
保
険
金
計
算
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
保
険
金
の
額
に
対
応

す
る
預
金
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
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同
じ
。
）
が
基
準
一
般
預
金
等
に
占
め
る
割
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
部
分

七

協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
）
が
協
同
組
織
金
融
機
関
（
同
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い
い
、
当
該
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
の
会
員
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
受
け
入
れ
た
預
金
等

八

保
険
業
法
第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
免
許
の
種
類
に
属

す
る
免
許
を
受
け
た
保
険
会
社
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
保
険
会

社
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
保
険
契
約
準
備
金
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

保
険
業
法
第
二
百
七
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
部

分
が
保
険
契
約
準
備
金
に
占
め
る
割
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
部
分

イ

責
任
準
備
金
（
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

別
紙
様
式
第
七
号
若
し
く
は
第
七
号
の
二
又
は
同
令
第
百
四
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
二
号
の
二
の
貸
借
対

照
表
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
各
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ

れ
た
責
任
準
備
金
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

支
払
備
金
（
各
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
支
払
備
金
を
い
う
。
次
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ハ

社
員
配
当
準
備
金
（
各
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
社
員
配
当
準
備
金
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を
い
う
。
）
又
は
契
約
者
配
当
準
備
金
（
各
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た

契
約
者
配
当
準
備
金
を
い
う
。
）

九

保
険
業
法
第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
免
許
の
種
類
に
属

す
る
免
許
を
受
け
た
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
に
係
る
保
険
契
約
準

備
金
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
同
法
第
二
百
七
十
条
の
三
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
部
分
が
保
険
契
約
準
備
金
に
占
め
る
割
合

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
部
分

イ

責
任
準
備
金

ロ

支
払
備
金

十

法
第
百
二
条
第
三
項
又
は
第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
社
債

及
び
金
銭
の
消
費
貸
借
に
係
る
負
債

十
一

短
資
業
者
（
令
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
短
資
業
者
を
い
う
。
第

三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
負
債
の
う
ち
金
融
庁
長
官
が
定
め

る
負
債

十
二

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
負
債

（
納
付
金
融
機
関
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
三
十
五
条
の
十
四

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
納
付
金

（
新
設
）

融
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
納
付
金
融
機
関
を
い
う
。
第
三
十
五
条
の
十
六
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
内
閣
府

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
納
付
金
融
機
関
の
金
融
機
関
等
子
法
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人
等
（
当
該
納
付
金
融
機
関
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
納
付
金
融
機
関
及
び
納
付
金
融
機
関
等
の
負
債
）

第
三
十
五
条
の
十
五

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
上
の
負
債
は
、
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第

四
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
若
し
く
は
同
令
第
三
十
四
条
の
二
十

四
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
二
号
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第

十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
若
し
く
は
同
令
第
二
十
五

条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
九
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百

三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
十
四
号

の
二
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第

二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
若
し
く
は
第
十
号
の
二
、
労
働
金
庫

法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
若
し
く

は
第
十
号
の
二
、
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合

中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
四
号
、

保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
七
号
の
三

若
し
く
は
同
令
第
二
百
十
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
五
号
、

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
八
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定

す
る
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
四
若
し
く
は
同
令
第
二
百
八
条
の
二
十
三
第
一
項

に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
五
若
し
く
は
会
社
計
算
規
則
の
規
定
に
基

づ
き
作
成
し
た
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
計
上
さ
れ
て

い
る
負
債
と
す
る
。
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（
連
結
負
債
合
計
額
に
占
め
る
割
合
）

第
三
十
五
条
の
十
六

法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
納
付
金
融
機
関
の
連
結
負
債
合
計
額
（
同

項
に
規
定
す
る
連
結
負
債
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
当
該
納
付
金
融
機
関
及
び
納
付
金
融
機
関
等
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
納
付
金
融
機
関
等
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
各
金
融
機
関
等
の
個
別
帰
属
負

債
額
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
負
担
金
を
納
付
す
べ
き
日
を
含
む
連
結

事
業
年
度
の
直
前
の
連
結
事
業
年
度
の
連
結
負
債
合
計
額
の
う
ち
当
該
納
付
金

融
機
関
等
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

合
計
額
の
う
ち
に
占
め
る
当
該
納
付
金
融
機
関
又
は
納
付
金
融
機
関
等
に
該
当

す
る
各
金
融
機
関
等
の
個
別
帰
属
負
債
額
の
割
合
と
す
る
。

２

前
項
の
割
合
の
計
算
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
金
融
庁
長
官

が
定
め
る
。

（
事
業
譲
渡
等
の
場
合
に
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
三
十
五
条
の
十
七

令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
債
権
者
で
内
閣
府
令
・
財
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者
、
保
険
契
約
に
係
る
債

権
者
及
び
令
第
二
十
九
条
の
五
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る

。（
金
融
シ
ス
テ
ム
と
関
連
性
を
有
す
る
取
引
）

第
三
十
五
条
の
十
八

法
第
百
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

（
新
設
）

財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
取
引
所
の
相
場
そ
の
他
の
市
場
の
相
場
が
あ
る
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商
品
に
係
る
取
引
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
金
融
機
関
等
を
当
事
者
の
一
方

と
す
る
契
約
に
係
る
取
引
と
す
る
。

（
特
定
解
除
等
）

第
三
十
五
条
の
十
九

法
第
百
三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

（
新
設
）

財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
契
約
に
係
る
取
引
を
行
つ
て
い
る
当
事
者
の
一

方
に
関
連
措
置
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
連
措
置
等
を
い
う
。
）
が
講

じ
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
当
事
者
の
双
方
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
関
連

措
置
等
が
講
じ
ら
れ
た
時
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
生
ず

る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
関
連
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
取
引
の
そ
れ
ぞ
れ
に

係
る
評
価
額
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
純
合
計
額
が
、
当
該
当
事
者
間
に
お
け

る
一
の
債
権
又
は
一
の
債
務
と
な
る
こ
と
。

二

当
該
当
事
者
間
に
お
け
る
債
務
が
そ
の
対
当
額
に
つ
き
消
滅
す
る
こ
と
。

（
経
由
官
庁
等
）

（
経
由
官
庁
等
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
措
置
に
係
る
認
定
に
係
る

３

法
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
措
置
に
係
る
認
定
に
係
る

金
融
機
関
又
は
法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
第
一

金
融
機
関
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に

号
措
置
に
係
る
特
定
認
定
に
係
る
金
融
機
関
等
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
又
は

提
出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提

出
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

金
融
機
関
等
（
法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
国
銀

４

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く

行
支
店
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
親
会
社

。
）
は
、
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
、
第
二
十
九
条
の
三
か
ら
第

、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
、
短
資
業
者
、
金
融
商
品
取
引
法

二
十
九
条
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
並
び
に
法
第
五
十
九
条
第
六
項

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
金
融
庁

（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五

長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
三
十
五
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条

の
九
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
、
第
二
十
九
条
の
三
か
ら
第
二
十
九
条
の
五
ま

及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
一
条
第
七
項
、
第
百
十

で
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
六
か
ら
第
三
十
五
条
の
八
ま
で
に
規
定
す
る
認
可

八
条
第
四
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

申
請
書
並
び
に
法
第
五
十
九
条
第
六
項
（
法
第
百
一
条
第
五
項
、
第
百
十
八
条

む
。
）
に
規
定
す
る
報
告
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
又
は
法
第
百
八
条

第
二
項
及
び
附
則
第
十
五
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
二
第
三
項
（
法
第
百
八
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
六
十
条
第
二
項
（
第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

）
、
第
百
八
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法

。
）
若
し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
健
全
化
計
画
を
金
融
庁
長
官

第
百
一
条
第
七
項
、
第
百
十
八
条
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
の
三
十
一
、
第
百

に
提
出
す
る
と
き
は
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総

二
十
六
条
の
三
十
八
第
七
項
、
附
則
第
十
五
条
の
四
第
七
項
及
び
附
則
第
十
五

理
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
金
融
機
関
又
は
銀
行
持
株
会
社
等
の

条
の
四
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
二
十

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が

六
条
の
二
十
八
第
七
項
（
法
第
百
二
十
六
条
の
三
十
八
第
五
項
及
び
附
則
第
十

福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ

五
条
の
四
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
報

る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務
所
又

告
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
、
法
第
百
八
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
八

は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
条
の
三
第
三

は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
条
第
七

経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
計
画
を
金
融

庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
又
は
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
百

二
十
六
条
の
二
十
六
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二

十
六
条
の
二
十
六
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
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）
若
し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
二
十
六
条
の
二
十
二
第
五
項

に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
計
画
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
（
前
項
の
規

定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
を
除
く

。
）
は
、
金
融
機
関
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財

務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄

区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該

所
在
地
が
財
務
事
務
所
又
は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
と
す
る
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
審
査
）

（
予
備
審
査
）

第
三
十
七
条

金
融
機
関
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六

第
三
十
七
条

金
融
機
関
及
び
銀
行
持
株
会
社
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の

条
の
二
十
九
第
一
項
の
認
定
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
承
認
又
は
法
第
百
八

認
定
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
承
認
又
は
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
、
法
第

条
の
二
第
一
項
、
第
百
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
百
二
十
六
条

百
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

の
二
十
五
第
一
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
認

当
該
認
定
、
承
認
又
は
認
可
の
申
請
を
す
る
際
に
金
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
、
承
認
又
は
認
可
の
申
請
を
す
る

（
当
該
金
融
機
関
が
労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

際
に
金
融
庁
長
官
又
は
財
務
局
長
（
当
該
金
融
機
関
等
が
労
働
金
庫
、
労
働
金

は
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に

庫
連
合
会
又
は
労
働
金
庫
等
子
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官

あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。
以
下
こ
の

及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
商
工
組
合
子

条
に
お
い
て
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
べ
き
書
類
に
準
じ
た

法
人
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
金
融
庁
長
官
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

書
類
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

臣
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出

す
べ
き
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

附

則

（
保
険
料
納
付
の
際
の
提
出
書
類
の
特
例
）

（
保
険
料
納
付
の
際
の
提
出
書
類
の
特
例
）

第
一
条
の
二

平
成
十
五
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
営
業
年
度
（
法
第
六
十
六
条

第
一
条
の
二

平
成
十
五
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
営
業
年
度
（
法
第
三
十
七
条

第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
条
に

第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

保
険
料
を
納
付
す
る
際
の
提
出
書
類
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

保
険
料
を
納
付
す
る
際
の
提
出
書
類
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

別
紙
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
保
険
料
計
算
書
と
す
る
。

別
紙
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
保
険
料
計
算
書
と
す
る
。

（
危
機
対
応
勘
定
で
経
理
す
る
業
務
等
）

第
三
条
の
三
の
二

法
附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

（
新
設
）

適
用
す
る
法
第
四
十
条
の
二
第
二
号
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十

六
条
の
三
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
特
別
監
視
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
設
け
た
承
継
勘
定
（
法
附
則
第
十
五
条
の

二
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
承
継
勘
定
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
と
す
る
。
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○預金保険法施行規則（昭和四十六年大蔵省令第二十八号）　別紙様式第２

別紙様式第２（第31条関係） 別紙様式第２（第31条関係）

年度 年度

（金融機関名） （金融機関名）

（備考） （備考）

１ １Ⅰの負債額は、銀行法施行規則第19条第１項、長期信用銀行法施行規則第18条第
１項、信用金庫法施行規則第131条第１項、協同組合による金融事業に関する法律
施行規則第68条第１項、労働金庫法施行規則第113条第１項又は経済産業省・財務
省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第82条第１項に規定する貸借
対照表における負債の部の合計額とするものとする。

負　担　金　計　算　書

改正案

Ⅰの負債額は、銀行法施行規則第19条第１項、長期信用銀行法施行規則第18条第
１項、信用金庫法施行規則第131条第１項、協同組合による金融事業に関する法律
施行規則第68条第１項又は労働金庫法施行規則第113条第１項に規定する貸借対照
表における負債の部の合計額とするものとする。

２～５　（略） ２～５　（略）

（略） （略）

現行

負　担　金　計　算　書

（略） （略）
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別紙様式第３（第 35 条の 11関係） 

特 定 負 担 金 計 算 書 

     年度 

（金融機関等名）          

科         目 金    額 

     千円

Ⅰ 負債額  

     千円

Ⅱ 除かれる負債  

１  信用金庫法施行規則第 74 条第２項第１号、労働金庫法施行規則第 57 条

第２項第１号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第 37条第２

項第１号、保険業法施行規則第 24条の４第２項第１号及び会社計算規則第

６条第２項第１号の規定に基づき計上された引当金（債務性のない負債性

引当金に限る。） 

 （内訳） 

２  金融商品取引責任準備金  

３  繰延税金負債  

４  再評価に係る繰延税金負債  

５  基準決済用預金  

６  基準一般預金等のうち法第２条第 11項に規定する保険金計算規定によ

り計算した保険金の額に対応する預金等が基準一般預金等に占める割合と

して金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分 

７  協同組織中央金融機関が協同組織金融機関から受け入れた預金等  

８  保険業法第 262 条第２項第１号に掲げる免許の種類に属する免許を受け

た保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金のうち同法第 270 条

の３第２項第１号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割

合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分 

９  保険業法第 262 条第２項第２号に掲げる免許の種類に属する免許を受け

た保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金のうち同法第 270 条

の３第２項第１号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割

合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分 

10  法第 102 条第３項又は第 126条の２第４項に規定する社債及び金銭の消

費貸借に係る負債 

11  短資業者の負債のうち金融庁長官が定める負債  

12  その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債  

  千円

Ⅲ 基準負債額（Ⅰ－Ⅱ）  

     円

Ⅳ 特定負担金（Ⅲ×負担率）  
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（備考） 

 １ Ⅰの負債額は、銀行法施行規則第 18 条第２項に規定する別紙様式第３号、第３号の２、第４号若

しくは第４号の２、長期信用銀行法施行規則第 17 条第２項に規定する別紙様式第２号若しくは第２

号の２、信用金庫法施行規則第 131 条第１項に規定する別紙様式第 13号、第 14 号若しくは第 15号、

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第 68 条第１項に規定する別紙様式第９号若しくは第

10 号、労働金庫法施行規則第 113 条第１項に規定する別紙様式第９号若しくは第 10号、経済産業省・

財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第 81 条第２項に規定する別紙様式第２号、

保険業法施行規則第 59 条第２項に規定する別紙様式第７号若しくは第７号の２若しくは同令第 143

条第２項に規定する別紙様式第 12 号若しくは第 12 号の２、金融商品取引業等に関する内閣府令第

172 条第１項に規定する別紙様式第 12 号、証券金融会社に関する内閣府令第３条の４第１項に規定

する別紙様式１若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの

に計上されている負債の部の合計額とするものとする。 

   ただし、法第 126 条の 39 第４項の規定を適用する場合におけるⅠの負債額は、銀行法施行規則第

18 条第４項に規定する別紙様式第５号の２若しくは同令第 34 条の 24 第２項に規定する別紙様式第

12 号、長期信用銀行法施行規則第 17 条第４項に規定する別紙様式第３号の２若しくは同令第 25 条

の７第２項に規定する別紙様式第９号、信用金庫法施行規則第 131 条第２項に規定する別紙様式第

13 号の２若しくは第 14 号の２、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第 68 条第２項に規

定する別紙様式第９号の２若しくは第 10 号の２、労働金庫法施行規則第 113 条第２項に規定する別

紙様式第９号の２若しくは第 10 号の２、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金

庫法施行規則第 81 条第４項に規定する別紙様式第４号、保険業法施行規則第 59条第５項に規定する

別紙様式第７号の３若しくは同令第 210 条の 10 第２項に規定する別紙様式第 15号、金融商品取引業

等に関する内閣府令第 208 条の 12 第１項に規定する別紙様式第 17 号の４若しくは同令第 208 条の

23第１項に規定する別紙様式第17号の５若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した連結貸借対

照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債の部の合計額とするものとする。 

２ Ⅱの１から 12は、第 35 条の 13第１号から第 12 号までに掲げるものにそれぞれ該当するものとす

る。 

ただし、法第 126 条の 39 第４項の規定を適用する場合においては、第 35 条の 13第１号から第 12

号までに掲げるものにそれぞれ該当するもののうち、これらに相当するものが上記１の連結貸借対照

表又はこれらに準ずるものに計上されているものとする。 

３ Ⅱの１については、その内訳を記載する。 

４ Ⅰ及びⅡの金額に単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てのうえ記載する。なお、その

場合であってもⅠからⅡを差し引いた計数がⅢに合致するよう調整して記載することとする。 

５ 特定負担金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てのうえ記載する。 

担当部課名                 （電話番号）             

担 当 者 名                 （ＦＡＸ番号）            
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